
会 議 の 名 称 新宿区情報公開・個人情報保護審議会　（平成１７年度　第１回）

庶 務 を 行 う 課 区政情報課

開 催 日 時 平成１７年５月３１日（火） １４：００～１７：００

開 催 場 所 本庁舎６階　第２委員会室

会議公開の可否及び
非公開の場合の理由

可

議事の概要

会 議 次 第

Ⅰ　新委員の紹介

・区議会選出委員の改選に伴う新委員の紹介を行う。

Ⅱ　審議及び結果
１　諮問事項について

(1)　新宿区が設置又は管理する施設における防犯カメラの設置及び運用に
ついて

承認する。
ただし、その運用
に当たっては、個
人情報保護条例
の趣旨を最大限
尊重し、基本的人
権を侵害すること
がないよう努めるこ
と。

(2)　児童・生徒の健全育成に関する警察と新宿区立学校との相互連絡制度
の協定書について

継続審議となる

(3)　要保護児童対策地域協議会（子ども家庭サポートネットワーク）における
外部提供について

次回審議とする

(4)　死者の個人情報の遺族等への提供基準について 次回審議とする

２　報告事項について

審 議 ・ 協 議 内 容

(1)　条例施行日における公の施設の指定管理者の導入状況について
次回報告を受ける
こととする

(2)　平成１６年度　情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況
次回報告を受ける
こととする

Ⅲ　その他

(1)　次回日程（日時：平成１７年６月６日午後１時～午後４時、場所：第２委員会室を予定）確認

決 定 事 項

(2)　組織改正に伴う事務局の変更について、事務局から説明を受ける。

(3)　「区長が行う個人情報保護事務の規則」について報告を受ける。

出 席 委 員 等

１　委員
寄本会長 山口副会長 蜂谷委員
雨宮委員 山添委員 桑原委員 うるしばら委員 久保委員
中矢委員 鍋島委員　 片貝委員 信夫委員
井上委員 佐藤委員

２　説明者等

諮問(1)：藤林危機管理課長 諮問(2)：鴨川教育政策課長・木下川教育指導課長

３　事務局等
酒井区長室長 木全区政情報課長

そ の 他 事 項
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